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学校における緊急時の医薬品の投与等について（お願い）

本校では、てんかん発作や重度の低血糖発作により、児童生徒が生命の危険又は重篤な状態に陥る可能性があると主治医が判断し、緊急時の当該児童生徒への医薬品の投与等について保護者から依頼があった場合、医師の指示に基づき、教職員が医薬品を投与等することが可能です。
緊急時の児童生徒への医薬品の投与等の依頼を希望する場合、事前に対応可能な範囲等を本校に御確認いただいた上で、主治医に御相談ください。
なお、本校で対応等できるのは、てんかん発作又は重度の低血糖発作発生時の学校での投与等について、その必要性と投与時の留意事項が記載された「主治医の指示書」があり、事前に緊急時の対応や投与後に予測される副作用及びその対応について共通理解が図れる場合に限ります。
その上で、本校での対応を希望する場合は、下記２の書類を御提出くださるようお願いいたします。
また、「主治医の指示書」には文書料が発生する場合がありますので、あらかじめ御承知おきください。

記

１　本校において緊急時に投与等が可能な医薬品
（１）抗けいれん剤・・・・ダイアップ®坐剤、ブコラム®口腔用液、スピジア®点鼻液
（２）低血糖時救急治療剤・・・バクスミー®点鼻粉末剤

２　本校への緊急時の医薬品の投与等の依頼に際し必要な書類
・学校における緊急時の医薬品投与に関する主治医の指示書（別紙１；主治医が記入）
・学校における緊急時の医薬品の挿入及び投与のお願い（別紙２；保護者が記入）

３　その他
（１）学校において医薬品を投与等した後は、速やかに医療機関を受診してください。
（２）医薬品の投与等ができない場合は、救急車による医療機関への搬送を要請します。
（３）主治医が複数の場合は、緊急時の対応が最も必要と思われる疾患の主治医に記入を依頼してください。
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